
 

 

 

 

 

 

 

 

 
風薫るさわやかな季節となりました。保護者の皆様方には、ますますご健勝のこととお喜び申し

上げます。 

さて、４月は９日の始業式、１０日の入学式に始まり、保健行事、 

１年生を迎える会、授業参観・懇談会、家庭訪問などたくさんの行 

事がありました。保護者の皆様には、お忙しい中、時間のご都合を 

つけていただきありがとうございました。子どもたちは、１つ学年 

が上がり、新しいクラスになったことで年度当初緊張感やとまどい 

もありましたが、クラス目標や係活動、当番などみんなで決め一緒 

に勉強したり生活したりする中でだんだんと友達同士のつながりもでき、まとまりも出てきました。

５月も、校外学習・芸術鑑賞会・お迎え訓練・授業参観・修学旅行説明会などたくさんの活動・行

事が予定されていますが、４月同様、日々の学校生活、日々の授業を大切に子どもたちとともに取

り組んでいきます。 

さて、昨年 2学期の終業式に平成 30年は戌年で「犬もあるけば棒に当たる」ということわざを紹

介しました。「でしゃばると思わぬよくないことにあう」という悪い意味と「じっとしていないで、

何でもいいからやってみれば思わぬいいことにあう」といういい意味があり、最近は後者の意味の

方が強いこと、そして子どもたちには、いろいろなことに挑戦し経験してほしいことを話しました。

私自身もいろいろと挑戦し、たまたま応募した「開運！なんでも鑑定団」番組制作会社から連絡が

あり、5月 15日（火）大阪テレビのこの番組に出演する予定となりました。テレビ番組を制作する

その裏側を拝見することもでき大変すばらしい経験をさせてもらいました。 

最後に、５月の連休が近づいています。生活習慣を崩さぬよう、また、交通事故等気を付けて家

族そろって計画的に楽しい連休となりますようお願いします。 

 

きんたくん学びの道場 

 今年度も、川西市の学力向上の施策であります「きんたくん学びの道場」を５月９日（水）より

始めます。家庭での学習習慣及び基礎基本の定着を図ることを目的として、週に 2 回程度放課後に

おこないます。今年度も、６年生を対象に、募集をしています。担当は昨年度に引き続き「増本美

弥子」先生です。 

学校だより２                       平成 30年 5月 1日 

 

 

 

 

                   

                    川西市立明峰小学校校長 

高 垣 吉 一 

峰のたより 



５月の行事予定 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 火 視力 3年、内科検診 1年 17 木 サークル活動 6ｈ 

２ 水 
聴力 5年、校外学習１年（北雲雀丘公

園） 
18 金 

校外学習 2年（五月山公園） 

3年（市役所・図書館） 

３ 木 憲法記念日  19 土  

４ 金 みどりの日 20 日  

５ 土 こどもの日 21 月 プール水抜き 

６ 日  22 火 1年生やごとり 

７ 月 聴力 3年 23 水 歯と口腔の健康診断 

８ 火 心電図検査 1年・転入生 24 木 
授業参観 5h、修学旅行説明会 5h、PTA

総会 14:50～ 

９ 水 
聴力 2年、校外学習 4年 3・4組（多田浄水場）

PTA役員会 13:00～、尿検査容器配布 
25 金 眼科検診 1・4年 

10 木 
芸術鑑賞会、尿検査１次提出 

PTA企画委員会 9:30～ 
26 土 眼科検診 1年・4年 14:00～ 

11 金 
聴力 1年、校外学習 4年 1・2・5組（多

田浄水場）、検尿予備日 
27 日  

12 土 PTA連合会総会 28 月 プール掃除 5年 

13 日  29 火 児童朝会 

14 月 災害時児童引き渡し訓練 5h 30 水 尿再検査容器配布 

15 火 朝会（補導委員紹介） 31 木 尿再検査提出、里山体験学習 4年 

16 水 （防災行政無線訓練） ＊6月 5日（火）6日（水）6年生修学旅行 

＊裏面に、今年度の主な年間の行事予定を掲載しています。 

 

職員紹介   

新任の先生が出張の時の代わりの先生・・・織田 雅文、今北 恵 

介助員：池本 優紀     図書司書：吉岡 留美 

 

＊お子様の出迎えなどで自家用車で来られ、学校周辺に車を長時間停めないよう今年度もお願いし

ます。特に雨天時が多いようですが、近隣の方へ大変迷惑にもなります。また、車の通行が片側

だけになり、子どもたちの登下校にも大変危険です。ご協力お願いします。 

＊平日、本校の子どもが放課後運動場で遊ぶ場合は、一旦帰宅してからで、自転車には乗ってこな

い様お願いします。4 月～10 月の運動場の使用は午後 5 時までとなっています。また、本校の関

係者以外の方が運動場を使用する場合は、必ず学校の許可を受けてからご使用ください。 


